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(1)調査の経過

当調査部では数年来、藤原宮東面北門・大垣付近を含

む東方官栃地区の調査を継続してきており、宮東面を画

す諸施設や大規模な建物等を検出した 0 その結果、以前

調査を行なった西方官桶地区と同様、この地域において

も整然と配置された長大な建物によって官術が形成され

ていることが判明した。本年3月に終了した第38次調査

では四域内先行条坊涵路である東ー坊大路が宮造営以後

もそ-まま宮内道路として椀能していることが明らかと

なり、また道路の東側に沿って謡立柱塀があることから、
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SA01とSA02• SA03はおそらく南北2つの官樹プロックを区画するための塀で

あり、 SA01の北側、 SA02• SA03の南側がそれぞれの区画内になるとみられる。

両塀の間は通路として機能していたかとみられる。 SA03はSA02に近接しており、

柱掘形の位置も異なるので併存することは考えられず、一方は作り替えられたものと

推定される。

S B06はSA01より古い時期の特異な抱立柱建物である。桁行5間、梁行3間の総

柱の東西棟で、建物方位がSA01よりも東で北へ約10度偏しており、柱間は桁行がほ

ぼ 1.81n.、梁行が、中央間は 1.8m、両端の間は 2.omである。計15本の柱根が残存

'しているが、それらが全て研面が辰方形の角柱で、しかも建物の東西の妻中央郎分に

も妻柱節から若干外側に周じような角柱がある。これらの角柱は、建物本体では全て

長手を東西に鹿けているのに対し、妻中央部分のみは南北に向けている。角柱の大き

さは長辺が40c111前後、短辺が15cm前後で、高さ20偉ほどが残存しているが、このよう

な角柱を用いた建物の例はきわめてまれである。妻中央部分の柱については、銅鐸中

の家屋の絵や、家形埴輪、家形上器等にみられ、現在でも神社建築に例のある棟持柱

ではないかと考えられる。棟持柱を持つ建物の発掘例は弥生時代・古墳時代のものを

．中心にわずかにあるだけである。なおこの建物にはのちに補修を加えたとみられる痕

跡がある。 S806(J)はっきりした時期については遺物等の手がかりがとほしく不明と

せざるをえないが、藤原宮期よもはかなりさかのほるものと推定される。

S B06の上部構造の復原はなかなか困難であるが、一案として棟持柱のある裔床(f)

倉などが考えられよう。もしそうであるとすると現存例や文献に見える例、発掘例(J)

倉と比較して平面規模の大きな例に入る。

掘立柱建物SB07は桁行4閤、梁行2間の南北棟で柱間は約 2.2mである。同じく

SB09は桁行3間、梁行 2閻以上の南北棟で、柱問は約 1.8rn.である。この 2棟の建

物はSA01より新しく、 SB07は平安時代に入るものである《3

掘立柱建物S810は桁行4間、梁行 2間の東西棟で、振形は小さく、柱根が6ケ所

に残っている。 SB08は東西 2間分を検出し、柱問 2.5m、SB11はL字状に 2間分

を検出し、柱閻は 2.1mと 2.85 mで掘形3ケ所とも柱根がある。この2棟は一応建

物としたが、塀である可能性もある。
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その塀がこの地域の官術の西辺を画しているものとみられるに至った。

今回の第41次調査区は第38次調査区の西方に接し、大極殿の東北方約 200111.の位置

にある。面積は1260流で、 4月3日から調査を開始した。

(2)検出遺構

検出した主な遺構は掘立柱建物6棟、掘立柱塀11条、溝4条、士壌3基、井戸 1基

等がある。

まず、藤原宮母の遺構としては、東西に長く併行する塀3条 (SA01~03)がある。

SA01は取方でし＿字状に北へ折れ、東西20間以上、南北 3問以上あり、総長62m分を

検出した。 SA02はSAO'.から12.Sm南にあり、やはり東方で L字状に南へ折れ、総

長59m分を検出した。 SA03はSA02から 1.6m南にあり、東西19問以上で、総長52

?i分を検出した。 SA01とSA03には東西溝SDOI卜 SD05が墜複しており、東西溝

の方が古いが、遺物からみて両塀とそれほど隔たらない時期の溝である。この3条の

塀は柱間が約 2.7訊で、柱掘形は 1訊X 1. 2窟と大きく、宮の四周の大垣や内裏東外

郭塀に匹敵する規模である。 SA01には柱根の残存するものがあり、その現存径は約

23caである。
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この他に掘立柱塀SA12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19があり、方位、柱掘形の規

襲柱問寸法等は種々である。以上のSB10以下の建物、塀は 7世紀から9世紀の問

のものと考えられるが、 SA18が刃安時代初期であると考えられる以外は時期の限定

できるものはない。

土讃SK22は南北 8.7班、東西 4,2maヽ 想形をなし、 SA01よりも古く、 7世紀後

半の土器が出土した。

井戸SE20は揺形径が約 3mあるが、本体の規模等は未調査である。 9世紀末～10

世紀初の墨書のある黒色土器椀が出土した。

(9) 

しいことが知られた。

(3)出土遺物

がある。 SE20からは上記の墨書土器があり、

める。 S021(J)襄込め土中から須恵器のミニチコ.ア(J)坪が出土している。
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渠暗組石

あまり顕著な遺物はなく、藤原宮朔の軒平瓦、軒丸瓦のほか、士馬、硯、緑釉陶船

「間口」「開口」「家」等の文字が読

瞬

藤原宮内の官梱プロックを区画する長大なjは今回はじめて検出したものであり、

しかも官梱IJ)2つのプロックの関係が知られるものとして貴璽である。この東西塀(}.)

東端がし字状に曲ることは、その東に東ー坊犬路に通じる宮内道蕗が存在するためと

(4)まとめ

考えられる。これらの官栃プロックは東は宮内道路の西から、ー西は距紅的にみて内裳

束外祁付近まで達するものとみられ、東西約80翔の区画が想定できる。またこれらの

プロックが内襄に近接することから内廷官司の存すも予想されるところである。

また特異な角柱を用い、棟持柱を有する建冨の例を加え得たことも特記リベ；•貸C と
であろう。
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調査這構配寧図
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